
・掲載内容の詳細や最新情報については、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則無料です
・各記事中の二次元コードは、事業の詳細や申込フォーム等へご案内するものです

情報公開制度・個人情報保護制度を紹介します
個人情報保護制度−個人の権利や利益を守るために
　市に個人情報の保有等に関するルールを課し、また自己の情報
について開示・訂正・利用停止請求をすることができます。

■自己情報の開示等請求の内容
▷開示請求
▷訂正請求（追加・削除を含む）
▷利用停止請求
※個人情報は本人に開示することが原則ですが、開示されない情
報については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ
ください

■自己情報の開示等請求の方法
　請求書を郵送または直接、総務課情報公開係へ。また、代理人
による請求もできます。詳しくは市ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

■開示等請求の決定
　各請求に応じて決定し、書面で通知します。
▷開示請求…請求を受けた日の翌日から原則７日以内
▷訂正・利用停止請求…請求を受けた日の翌日から原則２０日以内
※いずれも土曜・日曜・祝日・年末年始を除く審査請求

　情報公開決定・保有個人情報開示等決定に不服がある場合は、
不服申し立てができます。
※決定のあったことを知った日の翌日から３か月以内
　この場合、当該決定は原則として第三者機関の情報公開・個人
情報保護審査会の審査を経て最終の決定となります。

−◇共　通◇−
n▷電子複写機による写しは１枚１０円▷その他の写しは写しの作
成に要する費用
i総務課情報公開係（〒１８４-８５０４住所不要・市役所第二庁舎６階
☎０４２-３８７-９９２６）

　公正で透明な市政を推進するため、市が保有する情報を請求に
応じて公開します。請求はどなたでもできます。

■公開対象となる市政情報
　職員が職務上作成し、または取得した文書、パソコンなどで作
成した電磁的記録、その他これらに類するもので、市が保有して
いるもの。
※公開できない情報については、市ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください

■公開請求の方法
　次のいずれかの方法で請求できます。
▷請求書を郵送または直接、総務課情報公開係へ
▷市申込フォームから

■公開の決定
　公開・一部公開・非公開の区分で決定し、書面で通知します。
※請求を受けた日の翌日から原則７日以内（土曜・日曜・祝日・
年末年始を除く）

情報公開制度−開かれた市政を実現するために
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相談名 と　き ところ・問合先

労 働 相 談
月曜〜金曜日
午前９時〜午後５時
（正午〜午後１時を除く）

労働相談情報センタ−多摩事務所
（立川市柴崎町３-９-２ ６階☎０４２-５９５ 
-８００４）

高 齢 者 介 護
相 談

月曜〜土曜日
午前９時〜午後５時３０分

▷小金井きた地域包括支援センタ−
（桜町１-９-５☎０４２-３８８-２４４０）

▷小金井みなみ地域包括支援センタ−
（前原町５-３-２４☎０４２-３８８-８４００）

▷小金井ひがし地域包括支援センタ−
（中町２-１５-２５☎０４２-３８６-６５１４）

▷小金井にし地域包括支援センタ−
（本町４-７-８☎０４２-３８６-７３７３）

高 齢 者 向 け
住宅改修相談

第１〜４火曜日、第２・４木曜日
午後１時１５分〜５時１５分
※電話で各地域包括支援センタ−
へ予約してください

木 造 住 宅
耐 震 相 談

第２木曜日
午後１時３０分〜４時３０分

まちづくり推進課住宅係
（市役所第二庁舎５階☎０４２-３８７-９８６１）
へ１週間前までに予約してください

シルバ−人材
セ ン タ −
入 会 相 談

第２木曜日
（祝日の場合は第１木曜日）
午後１時３０分〜３時３０分
（午後１時３０分までに来所の方）

シルバ−人材センタ−本町作業所
（本町６-５-１６☎０４２２-２７-７１１７）

福祉サ−ビス
苦 情・ 相 談

水曜日
午後１時〜５時

福祉オンブズマン事務局
（市役所第二庁舎８階８０２会議室☎f＝
０４２-３８３-１２２５）へ予約してください

創 業 相 談
店舗・事務所
物件探し相談

月曜〜金曜日
午前１０時〜午後６時

▷ところ＝東小金井事業創造センタ−
（梶野町１-２-３６）
▷同センタ−ホ−ムペ−ジ
（https://ko-to.info/）申込フォ−ムま
たは電話（☎０４２２-３１-２０４０）で予約して
ください

福祉総合相談
（ひきこもり
相 談 含 む）

▷月曜〜金曜日
午前８時３０分〜午後５時
▷原則第４日曜日
午前９時〜午後１時

福祉総合相談窓口
（自立相談サポ−トセンタ−）
（本町５-３６-１７☎０４２-３８６-０２９５）

相談名 と　き ところ・問合先

法 律 相 談
３月３・５・１０・１２
・１７・１９・２４・２６・
３１日

午前９時
～正午 ▷すべての相談は予約が必要です

▷法律相談、交通事故相談、人権・
身の上相談は、２月１６日〜相談日の
前開庁日までに、直接または電話で
予約してください（月１回まで）
▷外国人相談は、相談日の１週間前
までに、直接または電話で予約して
ください
（For English consultations, res
ervation by phone or in person 
is requested a week in advan
ce.）
▷その他の相談は、相談日の当日午
前９時〜正午に、直接または電話で
予約してください
▷広報秘書課広聴係（市役所第二庁
舎１階☎０４２-３８７-９８１８）

税 務 相 談 ３月１１・２５日

い
ず
れ
も
午
後
１
時
３０
分
か
ら

人 権 ・
身 の 上 相 談 ３月１７日

建 築・ 登 記・
表示登記相談 ３月４日

行 政 相 談 ３月１９日

相続等暮らしの
書類作成相談 ３月１８日

交通事故相談 ３月１０日

年金・労務・成
年後見制度相談 ３月３日

外
がい
国
こく
人
じん
相
そう
談
だん

（E n g l i s h） 随
ずい

時
じ

（Irregular）

手話通訳者設置
▷午前９時～午後１時＝３月２
・９・１６・２３・３０日▷午後１時
～５時＝３月５・１２・１９・２６日

自立生活支援課（市役所第二庁舎２
階☎０４２-３８７-９８４１f０４２-３８４-２５２４）

女性総合相談
（夫婦・家族・
人 間 関 係）

３月６・１２・１３・２６・２７日
午後１時３０分～４時３０分
※保育有り（１歳以上の未就学
児。要事前申込）

▷ところ＝市民相談室
▷企画政策課男女共
同参画室（☎０４２-３８７-
９８５３）または二次元
コードで予約

ひ と り 親・
女 性 相 談

月曜～金曜日
（市役所執務時間内）

子育て支援課（市役所第二庁舎３階
☎０４２-３８７-９８３６）

教 育 相 談 月曜～土曜日
午前９時～午後４時３０分

教育相談所（本町６-５-３シャト−
小金井別館３階☎０４２-３８４-２５０８）

消費生活相談
月曜～金曜日
午前９時３０分～午後４時
（正午～午後１時を除く）

経済課（市役所第二庁舎４階☎０４２-
３８４-４９９９）

市申込フォーム
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